
 

別 紙 

新 旧 対 照 表 
(注)アンダ－ラインを付した部分は、改正部分である 

改         正         後 改         正         前 

（措置法第29条の２第１項第３号の１株当たりの価額） 

29の２－１ 措置法第29条の２第１項第３号の「１株当たりの価額」は、所得税

基本通達23～35共－９の例により算定するのであるが、新株予約権を発行する

株式会社（以下「発行会社」という。）が、取引相場のない株式の「１株当た

りの価額」につき、昭和39年４月25日付直資56・直審（資）17「財産評価基本

通達」（法令解釈通達）（以下「財産評価基本通達」という。）の178から189

－７までの例によって算定した価額としているときは、次によることを条件と

して、これを認める。 

 ⑴ 「１株当たりの価額」につき財産評価基本通達179の例により算定する場

合（同通達189－３の⑴において同通達179に準じて算定する場合を含む。）

において、新株予約権を与えられる者が発行会社にとって同通達188の⑵に

定める「中心的な同族株主」に該当するときは、発行会社は常に同通達178

に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。 

 ⑵ 発行会社が土地（土地の上に存する権利を含む。）又は金融商品取引所に

上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185に定め

る「１株当たりの純資産価額（相続税評価額によつて計算した金額）」の計

算に当たり、これらの資産については、新株予約権に係る契約時における価

額によること。 

 ⑶ 財産評価基本通達185の本文に定める「１株当たりの純資産価額（相続税

評価額によって計算した金額）」の計算に当たり、同通達186－２により計

算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。 

（注）発行会社が、会社法第108条第１項に掲げる事項について内容の異なる種

類の株式を発行している場合には、その内容を勘案して「１株当たりの価額」

を算定することに留意する。 

 

29の２－２ 省 略 

 

（国外転出直前に譲渡した特定従事者の特定株式の取扱い） 

29 の２－３ 措置法第 29 条の２第１項第７号に規定する国外転出（以下 29 の

２－５までにおいて「国外転出」という。）をする同条第４項に規定する特

例適用者（以下 29 の２－５までにおいて「特例適用者」という。）が譲渡

した同条第５項に規定する特定従事者の特定株式（以下 29 の２－４までに

おいて「特定従事者の特定株式」という。）で当該国外転出の日までに引渡

しの行われていないものについては、原則として、同日に当該特定従事者の

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29の２－１ 同 左 

 

（国外転出直前に譲渡した特定従事者の特定株式の取扱い） 

29 の２－２ 措置法第 29 条の２第１項第７号に規定する国外転出（以下 29 の

２－４までにおいて「国外転出」という。）をする同条第４項に規定する特例

適用者（以下 29 の２－４までにおいて「特例適用者」という。）が譲渡した

同条第５項に規定する特定従事者の特定株式（以下 29 の２－３までにおいて

「特定従事者の特定株式」という。）で当該国外転出の日までに引渡しの行わ

れていないものについては、原則として、同日に当該特定従事者の特定株式を



 

改         正         後 改         正         前 

特定株式を有するものとして同項の規定を適用することに留意する。ただ

し、納税者の選択により、当該特定従事者の特定株式の譲渡に関する契約の

効力発生の日により実際に譲渡したことによる譲渡所得等として申告があ

ったときは、これを認める。 

 

29の２－４ 省 略 

29の２－５ 省 略 

 

（経過的取扱い） 

 改正後の29の２－１の取扱いは、この通達の発遣日以後に新株予約権の行使を

行う場合について適用する。 

有するものとして同項の規定を適用することに留意する。ただし、納税者の選

択により、当該特定従事者の特定株式の譲渡に関する契約の効力発生の日によ

り実際に譲渡したことによる譲渡所得等として申告があったときは、これを認

める。 

 

29の２－３ 同 左 

29の２－４ 同 左 

 

 

 

 


